
発生場所別相談件数（重複計上あり） その後の経過別相談件数（重複計上あり） 

 市町村 府人権協会 
 （実件数248件） （実件数85件） 

  件 数 ％ 件 数    ％   

自宅 98 40 17 20 

学校 12 　5 　1 　1 

職場・会社 21 　8 20 24 

社会福祉施設 　　4 　2 　3 　4 

医療施設 　　8 　3 　7 　8 

公共施設 12 　5 　6 　7 

近隣・地域社会 71 29 　8 　9 

インターネット 　－ 　― 　－ 　－ 

その他 34 14 10 12 

不明 　　3 　1 16 19 

計 263 ― 88 ― 

 市 町 村 府人権協会 

 件 数 ％ 件 数 ％ 

カウンセリングのみで解決 ７８ ３１ 　３４ 　４０ 

個別施策の組合せで解決 ２８ 　１１ 　― 　― 

個別の専門相談機関等につなぎ 
４４ 　１８ 　　８ 　　９ 専門相談機関で事案対応 

相談の継続 ７１ ２９ 　１３ 　１５ 

解決不能 　　８ 　　３ 　　１ 　　１ 

相談者からの相談中断の申出 　６ 　　２ 　― 　― 

その他 ２７ 　１１ 　４８ 　５６ 

計 ２６２ ―  １０４ ― 

相談から救済への流れ 

人権相談窓口 

連 携 

人権相談機関ネットワーク 

人　権　相　談 

カウンセリングで解決 個別施策の組合せで解決 
個別の専門相談機関等 
につなぎ専門相談機関 
で事案対応 

自らの人権を 
自ら守ることが 
困難な場合 

人権救済機関 

人権侵害を受けた場合のフローチャート 

人権侵害を受け、または受けるおそれのある人 

人権相談窓口 人権委員会 都道府県人権委員会 

・人権相談員による解決支援 
・人権相談機関ネットワークに 
  よる解決支援 

・公権力の行使に係る事案 
・重大事案 
・広域事案 

 

・左を除く事案 

裁 判 所 

・判 決 

・調 停 

解　　　　決 

解 決 
できない 
場 合 

解 決 
できない 
場 合 

・あっせん　・調停・仲裁　・勧告・公表 

・訴訟援助　・差止め訴訟の提起 

地方における人権救済に関する研究会 

目　的 

地方における人権侵害による被害を適正かつ迅速に

救済・予防するため、地方における人権救済機関の

あり方等について、専門的な見地から幅広く研究する。 

構　成 

部落解放同盟大阪府連合会、財団法人大阪府人権協会、

社団法人部落解放・人権研究所、大阪府人権室 

大阪府　権協会ニュース 

14 152005年2月 vol.7

人権救済機関設置に向けて 
 
（1）地方における人権委員会の考えられる機能 

　大阪府内においては身近で当事者の立場に立ったき

め細かな相談ができる体制づくりを進めており、こう

した人権相談窓口においては人権侵害に直面した人が

自らの主体的な判断に基づいて課題の解決ができるよ

う支援している。しかし、自らの人権を自ら守ること

が困難な状況にある場合は、人権救済機関で被害者の

救済が図られなければならない。 

　地方における人権救済機関に必要な機能について、

府内市町村が実施した人権相談（人権相談ケースワー

ク）事業及び財団法人大阪府人権協会の人権相談に寄

せられた相談（2002（平成14）年4月から12月）

から検討する。 

 

①地域性・迅速性・利便性 

　市町村に寄せられた人権相談を人権侵害の発生場所

別にみると、98件が「自宅」で発生しており、次いで、

71件が「近隣・地域社会」で、21件が「職場・会社」

で発生している。また、財団法人大阪府人権協会に寄

せられた人権相談を人権侵害の発生場所別にみると、

20件が「職場・会社」で発生しており、次いで、17件

が「自宅」で、8件が「近隣・地域社会」で発生して

いる。 

　こうしたことから、人権侵害は自宅、人々が暮らす

地域、働いている職場などで生じることが多く、こう

した身近な場面で生じる人権侵害の救済をすべて中央

の人権委員会で処理することになれば、迅速な人権救

済が図られないものと考えられる。そこで、新たに設

けられる人権救済機関には身近なところで発生する人

権侵害に対応できる地域性・迅速性・利便性が求めら

れる。 

 

②実 効 性 

　市町村に寄せられた人権相談を相談のその後の経過

別にみると、人権相談を受けることにより、「カウン

セリングによる心理的サポートで解決」が78件、「個

別の専門相談機関へ取次ぎ専門相談機関で事案対応」

が44件と、相談の半数近くがこれらの手法により解

決されている。また、財団法人大阪府人権協会に寄せ

られた人権相談を相談のその後の経過別にみると、人

権相談を受けることにより、「カウンセリングに

よる心理的サポートで解決」が34件、「個別の専

門相談機関へ取次ぎ専門相談機関で事案対応」が

8件と、相談の半数近くがこれらの手法により解

決されている。 

　しかしながら、相談で解決できないものや相談

者の意思により相談を打ち切っているものについ

ては、公平・中立的及び専門的な立場から当事者

間を調整する第三者機関が必要であり、その第三

者機関には課題解決のため、あっせん・調停・勧

告などの実効的な救済機能が必要である。 

「地方における人権救済機関に関する研究会」まとめ～抜粋～ 

地方における人権救済機関に関する研究 地方における人権救済機関に関する研究 
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